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■火災保険

居住用マンションでも投資用マンションでも建物を所有すると必ず入っておいた方がいいのが、火災保険です。

融資をうける際は、ほとんどの金融機関でローン期間中の火災保険への加入が必須とされておりますが、現金
購入の場合も所有している部屋で何かあってはいけないので、加入しておくことをオススメしております。

それではその火災保険でどのような事が補償されるのか、弊社も代理店となっております｢富士火災｣の内容を
御紹介させていただきます。

火災保険には加入した方がいいのか？

皆様の大切な資産である｢建物｣や｢家財｣を対象とする火災保険です。火災だけではなく、風災・水災などの自然災害
や盗難、破損・汚損等さまざまな事故による損害を補償します。
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火災保険で補償される主な内容 ※弊社では万が一の為、補償内容が充実している下記のプランをオススメしております。
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①

②

③

④

①保険期間
火災保険、地震保険の保険期間です。
火災保険の期間は融資を受ける場合
は通常、融資期間中の火災保険の加
入が必須となります。地震保険期間
は表では1年間となっておりますが、
加入時に1年毎の更新か、5年分一括
支払いでの5年間更新かを選択するこ
とができます。
5年間更新を選んだ際は1年更新より
も保険料が割安になります。

②評価額（建物・地震）
地震保険の評価額は、建物価格の半分
までと決まっております。

③特約

弊社では特約に建物賠償責任特約
と家賃損害補償特約をつける事を
オススメしております。

④保険料

実際に支払う保険金額となりま
す。

建物賠償責任特約：建物の所有・使用・管理に起因し、またはその建物を賃貸する業務の遂行に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、
他人の財物に損壊を与えたりした結果、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険金を支払います。

家賃損害補償特約：建物に損害が生じ、その結果、家賃の損失が生じた場合、予めお約束した復旧期間内に生じる損失額に対し、保険金がおります。

有利な特約有利な特約

※鉄筋コンクリート造 18.00㎡ 2階以上のお部屋の例
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■地震保険

地震が原因による火災は火災保険は適用されず、地震保険となります。ご心配の方はご加入下さい。

地震保険には加入した方がいいのか？

地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災（延焼・拡大含む）・損壊・埋没・流失に
よる損害だけではなく、地震等により延焼・拡大したことによって建物または家財が損害を受けた場合に保険
金をお支払いします。

地震等により損害を受け、損害の
額が家財全体の時価の１０％以上
３０％未満となった場合

地震等により損害を受け、損害の
額が家財全体の時価の３０％以上
８０％未満となった場合

地震等により損害を受け、損害の
額が家財全体の時価の８０％以上
となった場合

家 財

地震保険全額の５％
(時価の５％が限度)

地震等により、損害を受け、①主
要構造部損害の額が、その建物の
時価の３％以上２０％未満となっ
た場合、または②建物が床上浸水
もしくは地盤面より４５ｃｍを超
える浸水を受け損害が生じた場合
で、全損・半損に至らない場合

一部損

地震保険全額の５０％
(時価の５０％が限度)

地震等により、損害を受け、①主
要構造部の損害の額が、その建物
の時価の２０％以上５０％未満と
なった場合、または②焼失もしく
は流失した部分の床面積が、その
建物の延床面積の２０％以上７０
％未満となった場合

半 損

地震保険全額の１００％
(時価が限度)

地震等により損害を受け、①主要
構造部の損害の額が、その建物の
時価の５０％以上となった場合、
または②焼失もしくは流失した部
分の床面積が、その建物の延床面
積の７０％以上となった場合

全 損

お支払いする保険金

建 物

損害の程度

地震保険で補償される主な内容

不動産投資をするにあたり、何もないのが一番ですが、万が一に備え、必ずご自身に合った保険に入りましょう。

まとめまとめ


